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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県土整備部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印省略)
　
　
　　　「鉄線籠型多段積護岸工法」における蓋網部等への粗面メッ　
　　　キ鉄線の使用について(通知)
　
　
　「鉄線籠型（かごマット）護岸工法」（多段積工法）の設計・施工技術基準
については、「河川災害復旧護岸工法技術指針（案）」（平成１３年５月（社）
全国防災協会発行）の「鉄線籠型多段積護岸工法」を適用しているところです。
　 この度、河川護岸へ「鉄線籠型多段積護岸工法」の採用に当たり、施工中の
作業員の安全確保及び完成後の水辺の安全な利用の確保に鑑み、下記のとおり
定めましたので、平成１５年９月１日以降起工決裁となる工事から適用してく
ださい。なお、その他、対応可能な工事がある場合は、随時適用してください。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
１　適用範囲　　　「鉄線籠型多段積護岸工法」
２　内　　容　　　蓋網部及び前平網部には粗面めっき鉄線を使用することを
　　　　　　　　基本とする。
３  留意事項　　　使用に際しては、下記のとおり、設計図書に記載すること。
　　　　　　　　（ただし、耐腐食性能が必要な場合等はこの限りではな
　　　　　　　　い。）

　　　　　　　
　
　
　
　
　




